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○主な個別計画一覧
　村では，総合計画に即して各分野における個別計画を必要に応じて策定しています。主な個別

計画は次のとおりです。また，それぞれの計画に，第６次総合計画における取組の柱のいずれが

紐付くかを明示しました。

令和2年3月現在（令和2年4月施行の計画を含む）
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○第６次総合計画策定に係わる住民アンケート調査結果（概要）
調査概要

【調査対象者】村内在住の20歳以上の男女から無作為に抽出された1,500人

【調査方法】　  平成31年（2019年）１月～２月にかけて調査用紙の郵送配布・郵送回収

【回収率】　　  33.2％（498票）

【男女比】　　  男性39.6％　女性57.0％

【年齢構成】　  20代…6.4％ 30代…14.1％ 40代…23.1％ 50代…18.5％ 60代…21.3％ 70代以上…13.1％

◇約９割以上の住民が東海村は住みやすい，約８割以上が住み続けたいと思っている。

◇働きながら子育てができる，身近なところで子育てに関する相談ができる環境を望んでいる。

◇超高齢社会を背景に医療や介護サービスの充実とともに，高齢者への生活支援サービスや介護予防への関心が高い。

◇子どもへの次世代育成の取組として，人権やいじめを考える道徳教育，学校教育の拡充，英語教育等を望んでいる。

◇原子力災害が発生した場合の行動や発災に備えた事前対策や放射線や放射性物資等の知識・情報が知りたいと思っ

ている。

アンケート調査結果のポイント

東海村の住み心地 今後の居住意向

子どもを産み育てるために望むことはあなたにとって住みやすい地域とは

商店街・スーパーマーケットなどが近く，買い物に便利な地域　57.2%

防犯・防災・交通安全面で安心して暮らせる地域　　　　　　　45.4%

通勤・通学・通院など公共交通が便利な地域　　　　　　　　　43.2%

子ども・高齢者・障害者等の福祉サービスが充実している地域　26.7%

人間関係のわずらわしさがなく,プライバシーが守られる地域　　23.9%

隣近所の人とのふれあいや助け合いのある地域　　　　　　　　20.1%

（複数回答・主な回答を記載） （複数回答・主な回答を記載）

保育所（園）・認定こども園等での保育時間の延長・保育サービスの充実　40.4％

学童クラブの充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.5％

医療費が無料となる対象年齢の引上げ　　　　　　　　　　　　31.9％

保育所（園）・認定こども園の設置　　　　　　　　　　　　　  30.7％

保健・医療の専門家による母子保健相談，育児相談などの充実　25.9％

幼稚園における預かり保育（保育時間終了後の延長保育）充実　18.9％

住みよい
45.0%どちらかといえば

住みよい
46.2%

どちらかといえば
住みにくい

4.0%

住みにくい
1.8%

よくわからない
2.8% 無回答

0.2%

住み続けたい
71.5%

村内の他の場所に
移りたい

5.6%

県内の他の場所に
移りたい

4.2%

県外に移りたい
3.6%

どちらともいえない
14.3%

無回答
0.8%
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　約６割が村政に対する住民意見が反映を実感できていないと感じている。また重点的な対応や改善が必要な施策とし

て「救急医療」，「雇用機会」，「老後の保障」，「原子力防災対策」，「交通の便」，「行政参加」などへの対応ニーズが高い。

村の政策や取組に対する住民意見の反映度，住民の重要度と満足度

高齢者のために重点を置くべき施策は子どもの教育として力を入れるべきことは

道徳教育（人権・いじめを考える学習を含む）　　　　　　　　  52.4％

教職員の資質・指導力の向上　　　　　　　　　　　　　　　　28.5％

学校での学習指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19.3％

英語に関する教育活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16.9％

不登校の問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.8％

体力づくりに関する取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　  9.8％

（複数回答・主な回答を記載） （複数回答・主な回答を記載）

病院や診療所などの医療機関の充実　　　　　　　　　　　　　41.4％

訪問介護や訪問看護などの訪問サービスの充実　　　　　　　　33.5％

特別養護老人ホームや老人保健施設など介護保険施設の増設　　34.5％

高齢者の介護予防や生活支援サービスの充実　　　　　　　　　27.3％

在宅医療の充実（訪問診療など）　　　　　　　　　　　　　　  26.9％

24時間対応の巡回型介護サービスの充実　　　　　　　　　　　22.7％

原子力に関して知りたい情報は地域福祉充実のための協力体制とは

住民も行政も協力し合い，ともに取り組むべき　　　　　　　　53.8％

まずは行政が取り組み，解決できない部分は住民が協力　　　　22.9％

まずは住民同士で助け合い，解決できない部分は行政が支援　　16.5％

行政が取り組むべきであり，住民は協力する必要はない　　　　  2.2％

わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4.0％

無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  0.6％

N=（498） （複数回答・主な回答を記載）

原子力災害が発生した場合に住民が取る行動　　　　　　　　　44.4％

原子力災害に備えた原子力事業所の事前対策や発災時の応急対策の内容　36.5％

原子力災害に備えた村の事前対策や発災時の応急対策の内容　　35.7％

原子力事業所で取り扱っている放射性物質等の管理状況　　　　23.7％

放射線や放射性物質等，原子力に関する知識・情報　　　　　　15.1％

原子力災害に備えて実施する「広域避難訓練」　　　　　　　　   8.2％

十分
反映されている

1.6%

ある程度
反映されている

35.9%

あまり
反映されていない

27.3%
まったく

反映されていない
4.6%

反映されているか
わからない

27.7%

その他
0.6%

無回答
2.2%
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○条例・規則及び設置要綱

東海村附属機関の設置に関する条例

昭和５１年３月２５日

条例第３号

（趣旨）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項に規定する付属機関

については，法律又は他の条例に特別に定めのあるものを除くほか，この条例の定めるところによる。

（設置）

第２条　東海村に別表のとおり附属機関を置く。

（委員の報酬等）

第３条　委員の報酬及び費用弁償については，別に定めるところによる。

（委任）

第４条　この附属機関の組織及び運営について必要な事項は，村長が別に定める。

■別表（第２条関係）

附属機関の

属する執行機関
附属機関の名称

総合計画審議会

公共下水道事業審議会 公共下水道事業推進に必要な事項の調査研究に関すること。

住居表示に必要な事項の調査及び審議に関すること。

村が交付する補助金について審議し，及び建議すること。補助金等審議会

原子力安全対策懇談会

住居表示審議会

村　　長

教育委員会

担任する事項担任する事項

村長の諮問に応じて，次に掲げる事項に関する調整その他

その実施に必要な調査及び研究に関すること。

１　総合計画の基本構想及び基本計画に関すること。

２　国土利用計画村計画に関すること。

３　その他必要なこと。

原子力防災対策及び安全対策に関し，検討協議をし，必要な

提言又は助言を行うこと。

村立小中学校の通学区域編成の適正化に必要な事項の調査及

び審議に関すること。
学区審議会
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東海村総合計画審議会の組織及び運営に関する規則

平成５年３月２２日

規則第１４号

（趣旨）

第１条　この規則は，東海村附属機関の設置に関する条例（昭和５１年東海村条例第３号）第４条の規定に基づき，東

海村総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条　審議会は，委員２０人以内で組織する。

２　委員の構成は，次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

　（１）　各種団体等の役職員

　（２）　学識経験者

（委員長）

第３条　審議会に委員長及び副委員長1人を置き，委員の互選によってこれを定める。

２　委員長は，会務を総理し，会議の議長となる。

３　副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときはその職務を代理する。

（委員の任期）

第４条　委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

２　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の在任期間とする。

（会議）

第５条　審議会は，委員長が招集する。

２　審議会は，委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３　審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

（関係者の出席）

第６条　委員長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第７条　審議会の庶務は，企画経営課において処理する。

（補則）

第８条　この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，別に定める。



80

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

東海村第６次総合計画策定に当たっての村民と職員からなる合同ワーキング委員会設置要綱

平成３１年３月２９日

告示第３９号

（設置）

第１条　東海村第６次総合計画（以下「総合計画」という。）の策定に当たり，円滑な策定業務の推進及び幅広い住民参

加の機会を創出し，村民の村政への参加意識の高揚を図るため，村民と職員からなる合同ワーキング委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　委員会は，次に掲げる事項について調整し，及び検討する。

（１）　東海村第５次総合計画の達成状況に関すること。

（２）　総合計画の施策に関すること。

（３）　その他総合計画の策定に関し，必要と認めること。

（組織）

第３条　委員会は，おおむね５０人以内の委員をもって組織し，村民及び職員の中から村長が委嘱し，又は任命する。

２　委員会は，分野別将来像ごとに次に掲げる部会で構成する。

（１）　協働のまち・防災部会

（２）　福祉部会

（３）　教育部会

（４）　産業振興部会

（５）　環境・街づくり部会

（６）　総合計画推進部会

３　前項に掲げる部会は，必要に応じ改編することができる。

（部会長及び副部会長）

第４条　部会に部会長及び副部会長１人を置き，委員の互選によってこれを定める。

２　部会長は，部会を代表し，会務を総理する。

３　副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代理する。

（会議等）

第５条　部会の会議は，必要に応じて部会長が招集し，議長となる。

２　部会の会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３　部会長は，必要があると認めるときは，部会に関係者の出席を求め，意見を聴くことができる。

４　部会長は，部会の調整及び検討の結果について，村長に報告しなければならない。

（庶務）

第６条　委員会の庶務は，企画経営課において処理する。

（補則）

第７条　この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は，村長が別に定める。

附　則

１　この告示は，平成３１年４月１日から施行する。

２　この告示は，総合計画の策定が終了したときをもって，その効力を失う。
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東海村総合計画審議会委員名簿
委嘱期間　平成31年（2019年）3月6日～令和3年（2021年）3月5 日 　（敬称略）

○策定体制

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

茨城キリスト教大学 副学長（文学部児童教育学部 教授）

東海村民生委員・児童委員協議会 会長

東海村スポーツ推進員

核燃料サイクル工学研究所副所長 共生室長

明治学院大学 社会学部 准教授

東海村商工会 会長

東海村食生活改善推進員連絡協議会 会長

とうかい環境村民会議 会長

東海村消防団本部 団長

東海村都市計画審議会 副会長

国立大学法人茨城大学 人文社会科学部 教授

東海村教育委員会 教育委員

一般社団法人茨城県病院協会 事務局長

東海村農業委員会 会長

東海村地域公共交通会議 委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

備 考

委員長

副委員長

 氏 名

池内　耕作

井坂　幸子

黒羽根　史朗

郡司　　力

榊原　美樹

佐藤　映史

佐藤　佳代子

富永　利秋

根本　一成

濱中　本子

原口　弥生

藤田　秀美

増子　千勝

舛井　　操

三上　　修

照沼　政直

小野寺　紀夫

飯代　　晃

林　　孝夫

向山　武彦

令和2年1月31日
付けで退任

所 属 等 （委嘱時点での所属を記載）
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東海村第６次総合計画策定に当たっての村民と職員からなる合同ワーキング委員名簿

　（敬称略）※委嘱時点での所属・役職を記載
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総合計画審議会

○策定経過

平成31年３月６日

令和元年５月17日

　　　　７月11日

　　　　８月23日

　　　　11月22日
令和２年２月21日

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回
第６回

●審議会への諮問
●第６次総合計画の策定について

●新総合計画策定スケジュール等について
●「村の今後のまちづくり」に関するグループワーク

●第５次総合計画総括について
●新総合計画将来ビジョン（案）について

●新総合計画骨子（案）について

●新総合計画（素案）について
●新総合計画答申案について

期　　日 回 議　　題

村民と職員からなる合同ワーキング委員会

令和元年８月19日

９月10日

第１回

第２回

10月８日 第３回

●新総合計画の概要について
●協働のまち・防災分野の未来を描くワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●新総合計画の将来ビジョン（案）について
●第５次総合計画施策別評価等から抽出した成果・課題等について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●計画体系（分野の構成，各分野の政策・施策）について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

期　　日 回 内　　容

協働のまち・防災部会

令和元年８月28日

10月10日

第１回

第２回

10月23日 第３回

●新総合計画の概要について
●福祉分野の未来を描くワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●新総合計画の将来ビジョン（案）について
●第５次総合計画施策別評価等から抽出した成果・課題等について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●計画体系（分野の構成，各分野の政策・施策）について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

期　　日 回 内　　容

福祉部会
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令和元年８月20日

９月９日

第１回

第２回

10月８日 第３回

●新総合計画の概要について
●教育分野の未来を描くワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●新総合計画の将来ビジョン（案）について
●第５次総合計画施策別評価等から抽出した成果・課題等について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●計画体系（分野の構成，各分野の政策・施策）について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

期　　日 回 内　　容

教育部会

令和元年８月21日

９月25日

第１回

第２回

10月10日 第３回

●新総合計画の概要について
●産業振興分野の未来を描くワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●新総合計画の将来ビジョン（案）について
●第５次総合計画施策別評価等から抽出した成果・課題等について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●計画体系（分野の構成，各分野の政策・施策）について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

期　　日 回 内　　容

産業振興部会

令和元年８月21日

９月11日

第１回

第２回

10月９日 第３回

●新総合計画の概要について
●環境・街づくり分野の未来を描くワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●新総合計画の将来ビジョン（案）について
●第５次総合計画施策別評価等から抽出した成果・課題等について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

●前回ワーキング委員会の振り返り
●計画体系（分野の構成，各分野の政策・施策）について
●東海村の将来ビジョンを実現するためのワークショップ

期　　日 回 内　　容

環境・街づくり部会
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村・議会

平成30年11月19日
 令和元年11月28日

12月２日～ 12月11日
12月27日

　 令和２年１月６日
２月20日～２月21日

　　３月４日
３月９日

政策会議
政策会議
議会（各会派説明）
政策会議
パブリックコメント
議会（各会派説明）
政策会議
庁議

●新総合計画策定に係る基本的考え方について
●新総合計画（素案）について
●新総合計画（案）について
●新総合計画（案）について

（～令和２年１月31日）
●新総合計画（案）について
●東海村第６次総合計画（案）について
●東海村第６次総合計画（案）について（決定）

期　　日 会議等名称 内　　容

庁内での取組（新総合計画策定に係わる部課長ワークショップ）

 令和元年10月31日 ●新総合計画策定状況の共有
●各部課のまちづくりに対する思いの共有【ワークショップ】

期　　日 内　　容
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○諮問・答申




